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いよいよ本格スタート！

「はびきの中学生study-Ｏ」参加中学生募集
～市役所で働く職員と地域の先輩がサポートします！～

 羽曳野市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例に基づき、平成 22 年度下水道事業受益者負担金賦課対象区域を
決定したのでお知らせします。
　今回賦課対象になる区域は、
　○高鷲１・３・４・８・１０丁目の一部  　　○島泉６・７・８丁目の一部
　○恵我之荘３・４・６丁目の一部  　　　　　○南恵我之荘１・２・３・４丁目の一部
　○伊賀３丁目の一部　　　　　　　　　　　  ○野々上３・４丁目の一部
　○はびきの３・４・５丁目の一部　　　　　  ○学園前４・６丁目の一部
　○誉田３丁目の一部　　　　　　　　　　　  ○白鳥 1 丁目の一部
　○栄町の一部　　　　　　　　　　　　　　  ○野の一部
　○樫山の一部　　　　　　　　　　　　　　  ○郡戸の一部  　　　　　　　　○河原城の一部
　※賦課対象区域図は下水道総務課（市役所別館 4 階）に備え付けています。

　羽曳野市では市民の皆様に衛生的で快適な生活および河川環境の水質改善を図るため、公共下水道整備は現在約 855ha
の供用開始を行っており、平成 22 年度では新たに約 22ha の供用開始を行います。
　つきましては、4 月中に平成 22 年度賦課対象区域の土地所有者の方に受益者申告書（賦課対象区域図添付）を送付しま
すので、ご記入のうえ返送をお願いします。
　受益者負担金とは・・・
　公共下水道の利益を受ける方に建設費の一部を負担していただき、負担の公平を図るとともに、未整備地域に一日も早く
計画的に公共下水道整備を進めるためのもので、敷地面積１㎡当たり 450 円を乗じた額をご負担していただきます。納付
方法は一括納付と分割納付があり、一括納付の場合は報奨金を差し引いた額を納付していただきます。

　　　　　　　　　　　　　　　【下水道　地球を守る　リサイクル】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（下水道総務課　内線 2360）

平成22年度　下水道事業受益者負担金賦課対象区域のお知らせ

内　容： 市職員（教員免許所持者または塾等の講師経験者）および教員免許取得を目指す方、教員免許を所持または塾講
師経験のある方が、中学生の数学・英語・国語を中心とした自学自習をサポートする「はびきの中学生 study- Ｏ

（スタディオ）」を実施します。

対象は？
　羽曳野市内の中学１年生～３年生で保護者の同意が得られる方を対象とします。

どんな内容？
　数学・英語・国語を中心とした「自学自習」をサポートします。1 日 3 時間、各生徒が問題集などの教材を市役所の会
　議室に持ち込んで勉強し、わからないところや苦手部分を常駐のサポートスタッフが指導・解説します。

費用は？
　無料とします。

教材は？
　数学・英語・国語の教材（教科書、テキスト、問題集など）を各自で準備・持参してください。

どこでやるの？
　羽曳野市役所内の会議室で実施します。

いつからやるの？
　平成 22 年 5 月 15 日から計 36 回実施します。詳しい日程は、参加中学生募集要項をご覧ください。

申し込み方法は？
　申込書に必要事項を記入の上、下記事務局へ郵送または直接持参してください。なお、募集要項および申込書は市ウェブ
　サイトからもダウンロードできます。
　なお、申込締切日は平成 22 年 4 月 23 日（郵送の場合は当日消印まで有効）です。
【お問合せ】
　政策推進課特命プロジェクトチーム内「はびきの中学生 study- Ｏ（スタディオ）」事務局　（内線：3530・3531・3532）


